
 
 
 
 

鳥取市子どもの居場所づくり補助金交付要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市子どもの居場所づくり補助金（以下「補助金」という。）

について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」

という）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（交付の目的） 

第２条 本補助金は、鳥取県子どもの居場所づくり事業実施要領（令和２年３月２３

日付第２０１９００３３２７３２号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県実施要領」

という。）に基づき、「子どもの居場所づくり」について、新たに取り組みを行う民

間団体等の立ち上げを支援し、市内での団体の育成、取組の推進を図ることにより、

地域福祉及び児童福祉の向上に寄与することを目的として交付する。 
（補助対象事業） 

第３条 本補助金の対象となる事業は、市内で実施する県実施要領第４項に規定する

事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 
２ 補助対象事業の実施にあたって、子ども、保護者等に行政上の配慮を要すると認

められる時は、県実施要領第４項第２号イに掲げる連絡先に加え、中央人権福祉セ

ンター（生活困窮者相談支援窓口）にも連絡するものとする。 
（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に

実施することができる民間団体等とし、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。 
⑴ 団体の本拠としての事務所を県内に有し、市内でも活動する団体 
⑵ 代表者が明らかであること。 
⑶ 社会福祉法人又は政治活動、宗教活動若しくは営利事業を目的とする団体では

ないこと。 
（補助金の算定等） 

第５条 事業立ち上げ支援に係る本補助金の額は、補助対象事業の実施に要する別表

１の第２欄に掲げる経費の実支出額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費

税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税

法（昭和２５法律２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額を

いう。以下同じ。）を除く。）から補助対象事業のための寄附金その他補助対象事業

に係る収入の額を控除した額に１０分の１０を乗じて得た額（千円未満の端数は切

り捨てるものとし、同表第３欄に掲げる額を限度とする。）以内で算定し、予算の

範囲内で交付する。 
２ 運営費に係る本補助金の額は、別表２の第３欄に掲げる経費の実支出額（仕入控



 
 
 
 

除税額を除く。）から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額

としての徴収金、補助対象事業のための寄附金その他の収入の額を控除した額に１

０分の１０を乗じて得た額又は第２欄の定員数に応じた第４欄の単価の額に開催

した回数に乗じて得た額に保険加入料、会場等使用料及び賃借料を加えた額の少な

い方（千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第５欄に掲げる額を限度とする。）

以内で算定し、予算の範囲内で交付する。 
３ 本補助金は、交付決定の時期にかかわらず、第６条第１項ただし書の場合を除き、

交付決定を受けた日の属する年度の４月１日から３月３１日までの補助対象事業

に要する経費の額を補助の対象とする。 
（補助金交付申請の時期等） 

第６条 本補助金の交付申請は、原則として毎年５月末日までに行わなければならな

い。ただし、年度の中途で新規に事業を実施する場合は、事業実施の３０日前まで

に行わなければならない。 
２ 規則第４条の交付申請に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式

第１号、様式第２号及び様式第３号によるものとする。 
３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者若

しくは特定収入割合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に

掲げる法人及び同法第２条第７項に規定する人格のない社団等）であるとき、又は

仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含

む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」）と

いう。）の範囲内で交付申請をすることができる。 
 （交付決定） 
第６条の２ 市長は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第５条の規定に

かかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この

場合において、仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る

本補助金の額（変更された場合は変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）

から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 
（承認を要しない変更等） 

第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更と

する。 
 ⑴ 本補助金の２割を超える減額 
 ⑵ 本補助金の増額 
 ⑶ 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更 
（補助金の概算払い） 

第８条 本補助金は、規則第１１条ただし書の規定により市長が認める場合とし、概

算払によって交付するものとする。 



 
 
 
 

（実績報告） 
第９条 補助事業者は、補助事業が完了した日から２０日以内（規則第９条第１項の

規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した

日から２０日以内）又は当該年度の３月末日のいずれかの早い日までに実績報告を

しなければならない。 
２ 規則第１２条の実績報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、

それぞれ様式第１号、第２号及び第３号とする。 
３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額

（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交

付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を

控除して報告しなければならない。 
４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合におい

て、その額が実績報告控除税額を超えるときは、様式第３号の２により速やかに市

長に報告し、市長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を市に返還しな

ければならない。 
（事業継続努力義務） 
第１０条 第５条第１項に掲げる補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該事業を５年間継続して実施するよう努めなければならない。 
２ 補助事業者は、前項の期間内において前年度の事業の運営に係る状況を４月２０

日までに、様式第４号により市長に報告するものとする。ただし、第５条第２項に

掲げる補助金の交付を受けている場合は、当該年度の実績報告書をもって報告にか

えることができる。 
３ 第１項に定める期間内に、当該事業を休止又は廃止若しくは事業内容を著しく変

更（以下「休止等」という。）しようとするときは、補助事業者は、あらかじめ理

由、予定日その他必要な事項について様式第５号により市長に届け出て、事業の休

止等に関する協議を行うものとする。 
（財産の処分制限） 

第１１条 規則第１６条ただし書の市長の定める期間（以下「処分制限期間」という。）

は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める耐用年数に相当する期間（当該年数が５年に満たない財産にあっては５年とし、

同令に定めのない財産にあっては市長が、別に定める期間）とする。 
２ 規則第１６条第４項の市長が定める財産は、次のいずれかに該当するものとする。 
 ⑴ 取得価格又は効果の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 
 ⑵ その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市 

長が別に定めるもの。 
（雑則） 



 
 
 
 

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事

項は、総務部人権政策局長が定める。 

 
 

附 則 
 この規則は、平成２９年５月１９日から施行する。 

 
   附 則 
 この規則は、平成３０年６月２５日から施行する。 

 
   附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、令和元年５月２１日から施行し、令和元年度事業から適用する。 
（経過措置） 

２ この要綱による改正後の鳥取市子どもの居場所づくり補助金交付要綱第４条の

規定に関わらず、平成３０年度に鳥取市子どもの居場所づくり補助金の交付を受けて

補助対象事業を実施している社会福祉法人については、平成３１年度に限り、なお従

前の例による。 

 
   附 則 
 この要綱は、令和２年５月１４日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

 
   附 則 
 この要綱は、令和２年５月２５日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

 
   附 則 
 この要綱は、令和３年５月１１日から施行し、令和３年度事業から適用する。 

 
  附 則 
 この要綱は、令和５年１０月１２日から施行し、令和５年度事業から適用する。 

 
別表１（第５条関係） 

１ 事業項目 ２ 補助対象経費 ３ 補助金上限額 

事業立ち上げ支援 調理器具・冷蔵庫等の備品、食器等

の消耗品の購入に要する経費、調理

室や居室等の修繕に要する経費、使

１事業所につき 
２，０００千円 



 
 
 
 

用料賃借料（会場借上げに要する初

期経費等）等 

 
別表２（第５条関係） 

１ 事業

項目 
２ 定員数 

３ 補助対象経

費 
４ １回当た

りの単価 
５ 補助金 
上限額 

運営費  １人～１９人 ○会場に要する

経費 
使用料・賃借

料、光熱水費、環

境衛生に要する

物品購入費等 
○食事提供に要

する経費 
 調理スタッフ

の人件費、食材

費、食品衛生管理

に要する物品購

入費、消耗品購入

費等 
○学習支援に要

する経費 
 学習指導スタ

ッフの人件費、教

材・文具購入費、

消耗品購入費等 
○その他の活動

に要する経費 
 保険加入料、レ

クリエーション

等の有償ボラン

ティアの経費、材

料費等の物品購

入費、消耗品購入

費等 

 ５，０００円 月 16 回以上 
（週 4 回等） 
２，０００千円 

 
月 4～15 回 
（週 1 回等） 
１，５００千円 

 
月 1～3 回 
１，０００千円 

２０人～２９人  ７，５００円 

３０人～ １０，０００円 

定員なし 前年度実績の

平均利用者数

より算定す

る。 
※新規の場合

は利用者見込

みとする。 



 
 
 
 

○行政等との連

携に要する経費 
 相談員やコー

ディネーターの

人件費、連絡調整

業務に要する通

信費、事業周知や

相談支援に要す

る事務経費、研

修・会議参加に要

する旅費等 

 
※食材費は、１食

３５０円を上限

とする。 
※保険加入料、会

場等使用料及び

賃借料は、１回当

たりの単価に含

めないものとす

る。 
※飲食店がその

施設・設備、従業

員等を活用して

取り組む場合は、

食事提供に要す

る経費（賃金、食

材費、需用費等）

は対象外とする。 

 
  



 
 
 
 

様式第１号（第６条、第９条関係） 

 
    年度鳥取市子どもの居場所づくり事業計画（報告）書 

 

居場所の名称  

実施団体名  

責任者（代表者）氏名  

事業実施（予定）場所  

事業実施（予定）期間 
 

 
【事業内容】 具体的に記載してください。 

 
対象者 

（対象者、定員の

有無） 

 
 

 
 
 
 
※実績報告時には利用実績（開催日ごとの利用者数が分かる

もの）を添付してください。 

 
開催頻度 

（頻度、回数等） 

 

 
 
 
※記載例：月〇回（毎週○曜日、第○○曜日） 

 
利用料の額 

 

     円 
※対象別等で金額を設定している場合はその内容を記載して

ください。（                  ） 

 
食事提供の有無 

 有 ・ 無 
（有の場合は、提供数（延数）           ） 

 
 
事業の周知方法 

 
 

 



 
 
 
 

 
居場所における 

活動内容 

 
 
 
 

○実施体制 
 ※スタッフやボランティアの人員体制等 

 
 
 
 
 
○活動の具体的な内容 
 ※食事や学習、あそび、イベント等 

 
 
 
 
 

 
行政や学校等 
との連携内容 

 

○ねらい 

 
 
 
 
 
 
 
○連携している機関や専門職 

 
 
 
 
 
 
○連携の具体的な内容 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

○効果・成果 ※実績報告時に記載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄附金の有無  有  ・  無 

 
他の補助金の活用

の有無 

 
 
 
 
 
 

 
 有  ・  無 

 
 
 
 
※他の補助金の活用について、いずれかに○をしてください。 

※「有」の場合は、その補助金名、事業内容、該当補助金に係る問合わせ

先を記載してください。 

（注）実施する事業所ごとに作成してください。 

 
〈消費税の取り扱い〉 

課税事業者（簡易課税事業者を除く。）  

 ※課税事業者（簡易課税事業者を除く。）に該当する場合は「該当」、該当しない場

合は「非該当」と表右欄に記載すること。非該当の場合には、下欄にその理由を記載

すること。 

非該当の場合 （非該当の理由） 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

様式第２号（第６条、第９条関係） 

 
    年度鳥取市子どもの居場所づくり事業収支予算（決算）書 

 
〈収入の部〉                        （単位：円） 

区 分 
本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 
増 減 摘要 

市補助金     

自己資金     

寄附金     

その他     

計     

 
〈支出の部〉                        （単位：円） 

区 分 
本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 
増 減 摘要 

会場に要する 

経費 
    

食事提供に 

要する経費 
    

学習支援に 

要する経費 
    

その他の活動に 

要する経費 
    

行政等との連携 

に要する経費 
    

計     

（注）実施する施設ごとに作成してください。 

 
 



 
 
 
 

様式第３号（第６条、第９条関係） 

 
    年度鳥取市子どもの居場所づくり支出予定（支出）書 

（単位：円） 

科 目 支出予定(支出)額 
積 算 内 訳 

(単価、人数等分かるように具体的に記載してください。) 

   

合計   

（注１）補助金を充当しない経費には下線を引いてください。 

 



 
 
 
 

様式第３号の２（第９条関係） 

 
年  月  日 

 
 
  鳥取市長 様 

 
 

職氏名          印  

 
 

鳥取市子どもの居場所づくり事業仕入控除税額確定報告書 

 
  年  月  日付第 号で交付決定を受けた鳥取市子どもの居場所づくり事業

補助金に係る消費税等仕入控除税額について、鳥取市子どもの居場所づくり事業補助

金交付要綱第９条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 
記 

 
１ 鳥取市補助金等交付規則第１２条の２に基づき補助金の確定額  金 円 

 
２ 実績報告時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額 金 円 

 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額  金 円 

 
４ ３の額を仕入控除税額として算出した補助金実績相当額  金 円 

 
５ 補助金返還相当額（１－４） 金  円 

 
※参考となる資料（確定申告書等）を添付すること 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

様式第４号（第１０条関係） 

 
    年度鳥取市子どもの居場所づくり事業運営状況についての報告書 

 

居場所の名称  

実施団体名  

責任者（代表者）氏名  

事業実施（予定）場所  

事業実施（予定）期間 
 

 
【事業内容】 具体的に記載してください。 

 
対象者 

（対象者、定員

の有無） 

 
 

 
 
 
 
※利用実績（開催日ごとの利用者数が分かるもの）を添付

してください。 

 
開催頻度 

（頻度、回数等） 

 

 
 
 
※記載例：月〇回（毎週○曜日、第○○曜日） 

 
利用料の額 

 

     円 
※対象別等で金額を設定している場合はその内容を記載し

てください。（                  ） 

 
食事提供の有無 

 有 ・ 無 
（有の場合は、提供数（延数）           ） 

 
事業の周知方法 

 
 

 



 
 
 
 

 
居場所における 

活動内容 

 
 
 
 

○実施体制 
 ※スタッフやボランティアの人員体制等 

 
 
 
○活動の具体的な内容 
 ※食事や学習、あそび、イベント等 

 
 
 

 
行政や学校等 
との連携内容 

 

○ねらい 

 
 
 
 
 
○連携している機関や専門職 

 
 
 
 
○連携の具体的な内容 

 
 
 
 
○効果・成果 

 
 
 
 
 
 
 
 

（注）実施する事業所ごとに作成してください。 



 
 
 
 

様式第５号（第１０条関係） 
年  月  日 

 
 
  鳥取市長      様 

 
 

届出者                 
 住 所                
 氏 名                

 
 

子どもの居場所づくり事業休止（廃止・変更）届出書 

 
 鳥取市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定により、補

助金の交付に係る事業を休止（廃止、変更）する予定ですので、届け出ます。 

 
記 

 
 １ 居場所の概要 
 （１）名称 
 （２）実施団体 
 （３）事業実施場所 
 （４）事業実施期間 
 （５）事業実施状況 
   ①開催頻度 
   ②利用料の額 
   ③食事提供の有無 
   ④実施事業体制 
   ⑤主な活動内容 
   ⑥関係機関等との連携状況 

 
 ２ 補助金の概要 
 （１）交付年月日 
 （２）交付金額 

 



 
 
 
 

 ３ 休止（廃止、変更）の概要 
 （１）予定時期 
 （２）休止（廃止、変更）の内容 
 （３）理由 

 
 ４ その他 


